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消費者行政においては、平成 21 年に消費者庁が発足し、消費者安全法の施行、消費者契約法

や特定商取引法の改正など様々な法整備が進められてきましたが、消費者被害や契約上のトラブ

ル等は減少傾向を見せず、次々と悪質な事例も発生しています。一方、消費生活相談事業におい

ては、他都市や民間企業との獲得競争等により相談員の確保が難しい状況が続くとともに、経験

豊富なベテラン相談員の定年退職等により経験年数の短い相談員が増加しています。 

また、スマートフォンの普及など情報化社会の進展等の影響で消費者被害や契約トラブルの 

内容が複雑化・多様化するとともに、高齢者等配慮を要する消費者の地域での見守り、令和４年

４月に実施された成年年齢引下げに伴う若者の消費生活トラブルの防止、霊感商法等の悪質商法

への対策、持続可能な消費者市民社会の形成といった課題への対応が急務となっています。 

 

令和４年度は、横浜市消費生活総合センターの第４期指定管理期間の１年目にあたり、指定

管理提案書及び基本協定書に基づく事業を着実に実施するとともに、質の高い消費生活相談 

サービスを安定的に提供できる職員体制を維持していくため、相談員の魅力発信を推進すると

ともに、相談員が多様な働き方を選択できる可能性をさぐるため、新しい相談体制の試行にも

取り組みました。 

高齢者等の見守りについては、見守りの担い手養成セミナーや広報・啓発活動を実施する 

とともに、地域ケアプラザとの連携強化を図り、専用回線による相談受付の促進、情報共有や

連携強化のための意見交換会、講座への講師派遣などを積極的に行いました。 

若年層に向けては、成年年齢引下げを踏まえ、消費生活トラブルについて若者自身が考える

機会として市立高等学校２校の「総合的な探究の時間」に参加して、啓発ポスターや動画制作

への協力やセミナーを行ったほか、専門学校と連携した消費生活キャンペーン、横浜スポーツ

パートナーズの協力による啓発動画制作や SNS を活用した広報・啓発などを実施しました。 

また、消費者市民社会の形成を目指して、「食品ロスをなくそう～地球１個分の暮らし方食

べ方～」をテーマとした消費者教育講演会を開催したほか、ESD×SDGs 実践報告を収録した

市立市ケ尾中学校のドキュメンタリー動画を制作し公開しました。 

｢横浜市指定定期検査機関｣として、計量法に基づく特定計量器の定期検査業務を受託し 

計量器検査等を実施しました。 

特定計量器は、２年に１度の周期で受検することが義務付けられており、横浜市では、隔年

で検査区域を北部と南部に分けて定期検査を実施しています。４年度は、市内南部 10 区のう

ち９区の個別巡回定期検査、大規模病院を対象とした所在場所定期検査を実施しました。 
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※括弧内は予算額／[県]県消費者行政推進事業補助金が含まれる事業／[剰]剰余金活用事業 

 

 

 

 

 

消費生活相談の現場では、相談者の自主解決のサポートをはじめ、高齢者等支援が必要な場

合はセンターの消費生活相談員（以下「相談員」という。）が寄り添い、また必要により相談

者の見守り関係者と連携を図りながら質の高い救済に向けて消費生活相談業務を実施しました。 

 

商品やサービスの契約及び悪質商法等に関する苦情相談や問い合わせを、電話（文書・

FAX を含む。）や来所面接により受け付け、相談員が問題解決に向けて、助言、あっせん、

情報提供等を行いました。 

 

    電話相談 平 日 9:00～18:00 土･日 9:00～16:45 

    来所相談（予約制） 平 日 9:00～17:00 

 

相談受付件数  21,108 件 

                                  ＜電話相談＞ 

■相談受付件数（前年度比較） 
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■相談の上位 10 品目 商品・役務別件数（前年度比較） 

※区分毎の％の数値は、小数点第 2 位で四捨五入しているため、合計が 100％にならない場合があります。 

 

■契約者 性・年齢別件数 

※区分毎の％の数値は、小数点第 2 位で四捨五入しているため、合計が 100％にならない場合があります。 

 

■相談の上位５品目 商品・役務別年齢別件数 

 

 

 

 

商品一般･･･商品の特定ができない相談や、身に覚えのない架空請求(メール)等に関するもの 

化粧品･･･基礎化粧品、化粧石鹸、歯みがき粉、マニキュア、脱毛剤等に関するもの 

役務その他サービス･･･サービス業のうち「金融･保険」「運輸･通信」「教育･教養」「教養･娯楽」「保健･福祉」

「外食･食事宅配」「冠婚葬祭」「家事」等のサービスに該当しない役務に関するもの 

異性交際関連サービス…出会い系サイトやマッチングアプリなど結婚を前提としない交際を目的としたサービス 
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当事者間で解決が困難な案件には、積極的にセンターが事業者と相談者双方の間に入り

解決に向け話し合いを行いました。 

    あっせん数  1,119 件 

 

相談者が持参した苦情品について、独立行政法人国民生活センターなど専門機関に委託

し原因を究明しました。 

 

    相談者自ら解決できる案件には、さまざまなツールにより情報の提供を積極的に行い、

相談者の自主的解決のサポートを行いました。 

増加するメール相談に迅速かつ確実に対応するため、メール相談処理システムを試行導

入しました。また、電話の自動音声応答（IVR）システムのガイダンスを適時適切に見直

し、より多くの方に、被害回復に向けての情報等を的確に提供しました。 

ホームページのチャットボットについては、利用状況を常に把握してメニューを適時適

切に見直すとともに、アクセシビリティ向上のため新しいシステムを試行導入しました。 

 

地域ケアプラザ専用回線等により見守る方々からの相談を受付け、福祉関係者と連携し

て問題解決に向けて助言・あっせん・情報提供等を行いました。 

地域ケアプラザ専用回線電話相談 平 日 10:00～16:00（12:00～13:00 を除く） 

    高齢者等見守り消費生活相談 受付件数  76 件 

（うち地域ケアプラザ専用回線からの相談  52 件） 

    専用回線周知及び相談情報の共有や高齢者の見守り活動強化のために、地域ケアプラザ

向けに相談ガイド等を作成し送付しました。 

 

    地域ケアプラザや区役所の福祉関係部署をはじめとする福祉関係者等と情報を共有し連

携を密にするため、地域ケアプラザ等に出向き、社会福祉士等ケアプラザ職員等と地域ケ
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アプラザ専用回線の周知や被害未然防止に向けてのアドバイス、新手の悪質商法手口、被

害状況などを積極的に情報提供するとともに、福祉関係者の方々との意見交換を実施しま

した。  

 

受け付けた相談は、全国消費生活情報ネットワーク・システム（PIO-NET）に迅速に登

録し、データベース化して情報の共有化を図りました。 

 

PIO-NET を活用して、相談情報の統計処理を行い、統計結果からみえる相談傾向や特

徴を発信しました。全体概要（年１回）に加え、区別版（年３回）を発行し、身近な相談

情報として、消費生活推進員等の地域活動にも活用できるようにしました。 

（ア）横浜市消費生活条例で禁止されている「不当な取引行為」を行っているおそれのある

事業者情報については、横浜市に対し迅速に情報提供を行いました。 

不当な取引行為に関する情報提供  ８件  
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（イ）国や県などの行政機関や警察等からの法令に基づいた消費生活相談情報の照会につい

ても積極的に協力しました。 

照会・回答  69 件 （国：17 件 県：40 件 警察：12 件）

 

（ア）「重大事故等」「消費者事故等」等の被害情報を得た場合は、同種事故の発生や拡大を

防ぐため、消費者安全法に基づき、直ちにまたは速やかに消費者庁及び横浜市へ消費者

事故の情報を通知しました。 

消費者事故等情報通知  11 件 

（イ）消費生活用製品については、事故情報の調査分析の迅速化等の観点から、事故情報収

集制度に基づき、独立行政法人製品評価技術基盤機構(NITE)に対して情報を通知しま

した。 

通知  ５件 

   相談員のしごとの魅力を伝え、イメージを向上させ、横浜で活躍していただく人材の確保

を図るため、令和３年度に開設した「相談員魅力発信サイト」に加えて、様々な機会を捉え

て相談員の仕事を紹介し、魅力発信に努めました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（ア）新採用研修 
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（イ）専門知識研修 

（ウ）グループ研修 
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（エ）接遇研修 

在職相談員や中途採用者等がいつでも相談員としての接遇の基本を学ぶことができる

ように、モニタリングを踏まえ、オリジナル動画を作成しました。 

（オ）ステップアップ研修 

    独立行政法人国民生活センター、日本消費者協会、神奈川県の研修メニューを活用し、

相談員全員が各１～２回研修に参加し、スキルアップを図りました。 

 

    法律の解釈や専門的な知識が必要な相談を、正確に処理・解決していくため、相談員が

直接専門家からアドバイスを受けました。 

法律相談(月４回)      48 回 194 件 

専門相談(クリーニング分野)  7 回   16 件 

建築士相談         １回  １件 

相談処理対応力の向上を図るため、スーパーバイザー１名（原則週４日勤務）を配置し、

主任、相談員への指導・助言、あっせん交渉の立ち合い、困難事案の対応等を行いました。 

 

    相談員が多様な働き方を選択できる可能性をさぐるため、新しい相談体制として、週２

～３日勤務の相談員と、その連絡調整や相談業務を中心とした消費者教育等を担う総合職

相談員を配置して、従来とは異なる体制での相談を試行しました。 
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日常の相談等から得られる最新の情報をもとに、ICT も十分に活用し、消費者教育や消費 

生活情報の発信提供等を進め、自ら調べ解決しようとする市民の適切な意思決定をサポートす

るとともに、支援が必要な高齢者等の消費者被害の未然防止等を図るため、区役所をはじめと

した地域の様々な見守り機関・団体等との連携・協働を推進しました。 

 

消費生活教室は、区役所及び消費生活推進員と連

携・協働し、タイムリーなテーマ・内容を選定して

６回実施する計画でしたが、3 年度新型コロナウイ

ルス感染症の影響で中止となった区役所の希望を受

けた２回を加え、８回実施しました。 

消費者教育講演会は、食品ロスをテーマに、会場

でフードドライブも実施しました。 

   ＜消費生活教室＞ 

  （ア）消費生活教室 

     参加者数合計 608 人 
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  （イ）消費者教育講演会  

 

    消費生活推進員、自治会・町内会、高齢者施設運営者、大学等が主催する講座等へセン

ターの相談員等を講師として派遣し、日常の消費生活相談を通じて得られた最新の情報等

を提供しました。主催者が参加者から料金を徴収する場合や企業等の場合は、講師派遣を

有料としています。４年度は、新型コロナウイルス感染症の状況等に鑑み、Web での講

座も実施しました。 

    実施回数      33 回 

    参加者数合計  1,115 人 
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    「月次相談リポート」、「増刊号」を発行し、日常の相談等から得られる情報を活かした

タイムリーな情報や、幅広い消費生活情報を市民へ提供しました。 
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（ア）啓発イベント等 

成年年齢引き下げの影響が懸念される若者の消費生活トラブルの未然防止や計量に係

る周知を図るため、岩崎学園横浜デジタルアーツ専門学校と連携して消費生活・計量啓

発イベント『あそんで・はかって・くらし発見』を開催しました。 

また、横浜市老人クラブ連合会主催「シニアの祭典」へのブース出展、中央図書館主

催イベントでのワークショップ開催等、機会を捉えて啓発キャンペーンを実施しました。 

（イ）学校との連携 

小中学校向けには、当事者が小中学生となる消費者トラブル事例を教育委員会に定期

的（年４回）に情報提供し、各学校に配信しました。また、「消費者市民社会」の実現

にも大きく貢献する、市立市ケ尾中学校における ESD×SDGs の実践報告を収録したド

キュメンタリー動画を制作し公開しました。 

成年年齢引下げを踏まえ、消費生活トラブルについて若者自身が考える機会として、

高校の総合的な探究の時間である市立横浜総合高等学校の「横総生にオファーです」に

引き続き参加・協力するとともに、新たに市立東高等学校の「東高校プレミアムプログ

ラム」にも参加し、消費生活トラブルの事例と対処方法等についてセミナーを行いまし

た。 

インターンシップとして横浜総合高等学校の生徒及び明治学院大学の学生を受け入れ、

センターの役割、相談事業、消費者教育・啓発事業等の概要説明と業務体験を行いまし

た。 

岩崎学園横浜デジタルアーツ専門学校と協定書

を締結し、成年年齢引下げの影響が懸念される若

者の消費生活トラブルの未然防止等について、授

業の一環で制作した若者の目線と感性によるデザ

インの作成・提供を受け、高校生向けタブロイド

紙『H！P』の広告に採用するなど啓発活動に活

用しました。 

（ウ）横浜スポーツパートナーズとの連携 

成年年齢引き下げの影響が懸念される若者の消費生活トラブルや霊感商法等の悪質商

〈H！P 広告〉 
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法による被害を防ぐため、横浜を本拠地とするトップスポーツチームとの連携協働体制

である「横浜スポーツパートナーズ」の協力のもと、啓発動画を制作し、関連各所で公

開・発信しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

（エ）アニメとのタイアップキャンペーン 

３年度に実施した文豪ストレイドッグスとのタイアップキャンペーンを４年度も継続

して実施しました。 

   

 

（オ）相談キャンペーン 

関東甲信越ブロック悪質商法被害防止共同キャンペーンに参加し、特別相談を実施す

るとともに、消費者被害の防止とセンター事業の周知を図りました。 

 

（ア）メールマガジンやツイッターによる情報発信の充実、センターホームページのアクセ

シビリティ向上、チャットボットの運用継続と改良、FAQ や「よくご相談いただく 

ケース」の適時適切なアップデート等に引き続き積極的に取り組みました。 

〈文豪ストレイドッグスとのタイアップポスター〉 

〈横浜のプロスポーツ選手が、動画で若者に呼びかけ〉 
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（イ）興味、関心のあるテーマの消費生活教室等を時間や場所を問わず視聴していただける

ようにするとともに、事例の多い消費生活トラブルに関する啓発動画を拡充したほか、

横浜スポーツパートナーズとの連携による啓発動画や消費者市民社会形成に関する啓発

動画を制作するなど、動画コンテンツの充実を図りました。 
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高齢者見守りリーフレットや様々な機会を捉えた啓発物の作成・配付、高齢者福祉関連

機関の広報誌・機関誌（福祉よこはま・かがやきだより横浜）への啓発広告掲載等を通じ

て、気づきと注意喚起と一声かけ合える「地域の見守りの担い手」の拡充を図りました。 

 

市立市ケ尾中学校では ESD（Education for Sustainable Development）の推

進に取り組んでおり、生徒会活動を中心に『市中から世界を変えよう』をスローガ

ンに SDGs の実践を行っています。こうした SDGs への取組は、消費者である市民

の行動が社会を変える「消費者市民社会」の実現にも大きく貢献しています。 

持続可能な社会をつくるために自分たちでできることを真剣に考え、環境委員会

を中心に環境問題の意識を高める「石けん教室」を企画実行し、図書委員会の活動

では「読書の秘訣カード」を使い、読書のコツや楽しみ方を学ぶワークショップを

行いました。 

また、横浜市教育委員会が主催し、市内の ESD 推進校３校でそれぞれの取組につ

いて発表し、意見交換を行った様子も取材しています。 

このほかにも福祉活動にも繋がる「服の力プロジェクト」など、SDGs の実現に

向けた取組の様子を追いかけたドキュメンタリー動画を制作し、センターのホーム

ページの他、市ケ尾中学校のホームページで公開しました。 

 



 

16 

    高齢者等見守りが必要な方々の消費者被害の未然防止や被害回復を図るため、地域包括

支援センターの機能を有する地域ケアプラザとの連携を推進しました。地域ケアプラザで

消費生活推進員が開催する出前講座や、地域ケアプラザや区役所等がメンバーとなる地域

ケア会議等へ参加し情報提供を行うなど、様々な場面で地域ケアプラザを中心とする見守

り関係者との連携強化を図りました。 

    日常の地域活動の中で高齢者等の目線に立った相談・助言を行うなど見守りの担い手と

なる人材を増やしていくための養成講座を、区役所との連携・協働のもとセンターから地

域に出向いて実施するアウトリーチ型で実施しました。 

 

    関係団体が自由に意見交換し、消費者支援について広く連携していくためのゆるやかな

つながりの場となることを目指し、開催しました。 

 

テスト・実習室の施設・設備を活用して、商品の成分などについて、関心と知識を深め

る実習を開催しました。また、実習の状況を動画化してセンターホームページの動画ギャ

ラリーに掲載し、関心のある市民の皆様に時間と場所を選ばず視聴していただけるように

しました。 
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    消費生活に関する市民の自主学習や勉強会を支援するため、展示・情報資料室に市民向

けの図書、資料、DVD、展示パネル等を整備して、展示、閲覧、貸出を実施しました。

また、総合窓口や展示・情報資料室等のお客様対応の充実・向上を図りました。 

  ① 来館者数 

  ② 蔵書数・貸出数 

  ③ 展示パネル貸出件数 

 

 

センターを利用する市民等の安全の確保と施設の⾧寿命化を図るため、設備の点検を適正に

行いました。施設の環境を維持し、快適で清潔に利用していただくため、日常清掃等を実施し

ました。また、感染症拡大防止のため、貸出施設、備品などの消毒等を行いました。 
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市内南部９区で個別巡回定期検査、大規模病院を対象に所在場所定期検査を実施しました。

検査戸数 2,164 戸 

検査個数 7,566 個 

検査手数料及び証明書交付手数料収納額（横浜市歳入） 8,511,640 円 

注：個別巡回定期検査から除くもの（市計量検査所が実施） 

・６区（南、保土ケ谷、旭、金沢、戸塚、瀬谷）の市立、県立の学校 

・区役所 

 

成年年齢引き下げの影響が懸念される若者の消費者被害の未然防止や計量に係る周知を図る

ため、岩崎学園横浜デジタルアーツ専門学校と連携して消費生活・計量啓発イベント『あそん

で・はかって・くらし発見』を開催しました。 
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  実施期間 11 月 14 日～11 月 20 日 

  回答数  242 件 

  実施方法 相談者に何回目で電話がつながったかを聴き取り、あわせて利用回線番号を確認 

・何回目で電話がつながったか          ・845-6666 と 188 経由の入電比較 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  実施期間 11 月 14 日～12 日９日 

  回答数  32 件 

  実施方法 来所相談者にアンケート用紙を配付・回収 

・面接相談が予約制であることを知っていたか   ・今回の相談は満足したか 

 

 

 

 

 

 

 

 

・「面接相談が事前予約制であることを知らなかった」との回答は 34.4％でした。 

・面接後、65.7％（「満足」（56.3%）と「やや満足」（9.4%）の合計）が満足したと回答して

います。 

・自由記述では「このようなことにまたならないよう、教訓になった」「親身になってくれた」

「知らない言葉は一つも使わずに説明いただけた」等の意見が寄せられました。 

34.4%

62.5%

3.1%

知っていた
知らなかった

56.3%

9.4%

0.0%

31.3%
満足

やや満足

不満

無回答

１回目

54.1%

２回目

16.5%

３回目

9.1%

４回目

4.5%

５回目

7.0%

６回目以上

8.7%

１回目

２回目

３回目

４回目

５回目

６回目以上
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実施対象 ８教室 

回収数  423（参加者 608 名、回収率 69.5％） 

  実施方法 来場者にアンケート用紙を配付・回収 

 

 

 

 

 

 

 

 

・全体で 66.5％（「大変満足」(27.0％)と「満足」(39.5%)の合計）が満足したと回答していま

す。 

 ・「具体的でわかり易くとても勉強になりました。」「いつも助かる情報をありがとうございま

す。生活にとても役立ちます。」「すごくわかりやすかったです。消費者ももっと勉強すべき

ですね。」等の意見が寄せられました。 

 

実施対象 22 講座（シニア大学、横浜総合高校及び消費生活推進員新任者研修を除く） 

回収数  22（回収率 100.0％） 

実施方法 主催者にアンケート用紙を配付・回収 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・主催者の回答は、「満足」と「やや満足」の合計が 95.4％となっています。 

 ・「具体的でわかりやすかったという参加者からの意見が多数あった」「身近なところでトラブ

ルに巻き込まれてしまうことがあるということを学べた」「ロールプレイで実際に行うこと

で臨場感を感じることができた」「相談窓口のイメージがわかり信頼性が高まった」等の意

見が寄せられました。 

大変満足27.0%

満足39.5%

普通16.8%

やや不満6.9%

不満0.9% 未回答
9.0%
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